
○ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探
し、就労後の職場定着のための支援

○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等による
サービスを組み合わせた支援。

○ 利用者ごとに、標準期間（24ヶ月）内での利用。

○ 一般就労等への移行に向けて、事業所内や企業における作業や実習、適性に合った職場探
し、就労後の職場定着のための支援

○ 通所によるサービスを原則としつつ、個別支援計画の進捗状況に応じ、職場訪問等による
サービスを組み合わせた支援。

○ 利用者ごとに、標準期間（24ヶ月）内での利用。

【利用者】

【主なサービス内容】

例えば…
① 企業等への就労を希望する者
② 技術を習得し、在宅で就労・起業を希望する者 等

就労移行支援事業就労移行支援事業

○ 一般就労等を希望し、知識・能力の向上、実習、職場探し等を通じ、適性に
合った職場への就労等が見込まれる者（６５歳未満の者）
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就労移行支援事業と労働施策の連携就労移行支援事業と労働施策の連携

【障害者就業・生活支援センター等】

養護学校
卒業生

離職者

在宅者

○基礎体力向上

○集中力、持続
力等の習得

○適性や課題の
把握

等

○職業習慣の確立

○マナー、挨拶、身なり等の習得
等

○施設外授産

○職場見学・
実習

○求職活動

○職場開拓

○トライアル雇用 等

再チャレンジ

職場定着期
訪問期

（フォロー期）
通所後期

（マッチング期）
通所中期

（実践的訓練期）
通所前期

（基礎訓練期） 就職
就職後
6か月

【企 業】

【ハローワーク】
【地域障害者職業センター】

○専門的支援
（ジョブコーチ支援等）

就労移行支援事業

就職後の
継続支援

離職の
場合

○就労移行支援体制加算
（就労移行支援事業所）

○職業紹介
○求職活動支援
○求人開拓

○就職・職場定着支援
○就業に伴う生活支援
○事業主支援
○関係機関との連絡調整

等

【地域障害者職業センター】

○専門的支援
（職業評価）

○試行雇用（トライアル雇用）事業
○障害者委託訓練
○職場適応訓練（短期） 等

○障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金
○特定求職者雇用開発助成金

連
携

【不適応時】
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○ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能
力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援。

○ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事
業実施が可能。

○ 利用期間の制限なし。

○ 通所により、雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、一般就労に必要な知識、能
力が高まった者について、一般就労への移行に向けて支援。

○ 多様な事業形態により、多くの就労機会を確保できるよう、障害者の利用定員10人からの事
業実施が可能。

○ 利用期間の制限なし。

【利用者】

【主なサービス内容】

例えば…
① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
② 盲・ろう・養護学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結び

つかなかった者

③ 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者

就労継続支援事業（雇用型）就労継続支援事業（雇用型）

○ 就労機会の提供を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上を図ることに
より、雇用契約に基づく就労が可能な者（利用開始時、６５歳未満の者）
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○ 通所により、就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）するとともに、一般就労に
必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援。

○ 平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表。

○ 利用期間の制限なし。

○ 通所により、就労や生産活動の機会を提供（雇用契約は結ばない）するとともに、一般就労に
必要な知識、能力が高まった者は、一般就労等への移行に向けて支援。

○ 平均工賃の目標水準を設定し、実績と併せて都道府県知事へ報告、公表。

○ 利用期間の制限なし。

【利用者】

【サービス内容等】

例えば…
① 企業等や就労継続支援事業（雇用型）での就労経験がある者であって、

年齢や体力の面で雇用されることが困難となった者

② 就労移行支援事業を利用したが、企業等又は就労継続事業（雇用型）
の雇用に結びつかなかった者

③ ①、②に該当しない者であって、５０歳に達している者、又は試行の結
果、企業等の雇用、就労移行支援事業や就労継続支援事業（雇用型）
の利用が困難と判断された者

就労継続支援事業（非雇用型）就労継続支援事業（非雇用型）

○ 就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、
一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にか
かる知識及び能力の向上や維持が期待される者
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